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講演内容

１．現状の把握

非財務情報開示の必要性

非財務情報開示:日本の規制動向

課題は何か

サステナビリティ報告の国際基準と基準設
定主体

サステナビリティ開示の好事例

３．非財務情報の信頼性確保
• トヨタの事例
４．監査役等の役割

２．サステナビリティ個別テーマ

TCFDに基づく気候変動関連開示

温室効果ガス

人的資本

知的財産

統合報告

排出権取引と環境会計
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講演者のサステナビリティ関連書（１）

2013年６月出版 （日刊工業新聞社）

• 米国SECが初めて非財務情報に対する保証（監査）を求めた事例

• コンゴ民主共和国（DRC）での史上最悪の人権問題

• それに対応して、米国がドッド・フランク法1502条により、米国上場会社
（米国上場の日本企業を含む）に報告義務

• コンゴ民主共和国産の紛争鉱物（スズ、タンタル、タングステン、金）を製
品に必要とする（使用する）企業は、報告書を提出

• 報告書には財務諸表監査人による外部監査を受ける

＜その後＞2012年10月に上記SEC規則に対して訴訟が提起され、2017
年4月に「DRC紛争鉱物フリー」であることを結論づけることを求める条項が実
質上削除されたことから、会社による結論の表明と外部監査は任意となった。

「紛争鉱物報告書」の提出は、2013年から継続してSEC規則に基づき必要と
なっている。GAO（米国会計検査院）の調査によれば、米国上場会社の紛
争鉱物の産地国の調査が進んでいるとしている（GOA 2021/7）
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講演者のサステナビリティ関連書（２）

2015年8月出版 （日本経済新聞出版社）
• 世界地図で水の未来を読み解く
• 水問題の現状をみる
• ビジネスとしての水
• 企業の水リスクと水戦略の立案
• 先進企業の水戦略の取り組み

「農作物、肉、工業製品の輸入は水の輸入と同じ」
（バーチャルウォーターの考え方）
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１ 現状把握



非財務情報開示の必要性



なぜ非財務情報なのか?

• 無形資産の重要性が向上 （知財、ブランド力 etc.）

• ⾧期的な企業成⾧（リターン）への着目 （サステナビリティ活動を重視）

財務諸表だけでは企業価値は分からない
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無形（簿外）資産の重要性

8

有形資産／時価総額

１９７５年：８３％

２０２０年：１０％

有形資産 無形資産



非財務情報開示:日本の規制動向
有報への記載が決まる予定



コーポレートガバンス・コード （2021年6月11日公表版）1/2

補充原則３－１③

上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開
示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題
との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等
に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みで
あるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。

• 人的資本や知的財産への投資等をサステナビリティ開示に含めていない
• プライム市場上場会社に特にTCFD等の「枠組み」に基づく開示を求めている
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コーポレートガバンス・コード （2021年6月11日公表版）2/2

補充原則４－２②

取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みにつ
いて基本的な方針を策定すべきである。

また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、
事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を
行うべきである。
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金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（2022年６月公表）1/2

非財務情報開示の充実（内閣府令改正事項）と開示の効率化（金融商品取引法改正事項）

非財務情報開示の充実・・・サステナビリティとコーポレート・ガバナンスに分類

サステナビリティ

• 法定書類である有価証券報告書にサステナビリティ情報の「記載欄」を新設

• TCFD で使用されている開示フレームワークである「ガバナンス」、「リスク管理」、「戦略」、「指標と目標」のうち、「ガバナン
ス」と「リスク管理」についてはすべての企業に適用し、「戦略」と「指標と目標」については、企業ごとに重要性を判断して開
示を行う

• 人的資本については、ＣＧコード補充原則２－４①で示されている「人材育成方針」および「社内環境整備方針」を記
載項目に追加し、有価証券報告書のサステナビリティの「記載欄」の「戦略」の枠に記載

• この２つの「方針」と整合的で測定可能な目標の設定、その目標の進捗状況については、有価証券報告書「記載欄」の
「指標と目標」の枠の開示項目とする

• 多様性については、「男女間賃金格差」、「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」について、中⾧期的な企業
価値判断に必要な項目として、有価証券報告書の「従業員の状況」の中の開示項目とする

知的財産については記載なし 12



金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（2022年６月公表）2/2

コーポレート・ガバナンス

• 従前の「監査役会等の活動状況」（「開催頻度」、「主な検討事項」、「個々の構成員の出席状況」）と同じく、取締
役会、指名委員会・報酬委員会の活動状況の「記載欄」を有価証券報告書に追加「開催頻度」、「主な検討事項」、
「個々の構成員の出席状況」を開示

• 「監査の信頼性確保に関する開示」については、現在の有価証券報告書の枠組みの中で、①監査役または監査委員
会・監査等委員会の委員⾧の視点による監査の状況の認識と監査役監査等の活動状況等の説明、②KAM（Key 
Audit Matters）についての監査役等の検討内容、デュアルレポーティングラインの有無を含む内部監査の実効性の説明
について、開示を求める

• 「政策保有株式等に関する開示」として、「政策保有株式の発行会社と業務提携等を行っている場合の説明」を有価証
券報告書の開示項目とする

開示の効率化

• 金融商品取引法の四半期開示義務（第１・第３四半期）を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本
化することが適切とされた。「一本化」の具体化に向けた課題（義務付けのあり方、開示内容、虚偽記載に対するエン
フォースメント、監査法人によるレビュー等）は、本WG で検討を継続するとしている。

第２四半期の四半期報告書とその監査法人のレビューは残る
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政府は22年中にルールを策定する方針

• 岸田文雄首相は16日、大企業の非財務情報について2023年度から可視化を義務付
けると表明した。

• 管理職に占める女性の割合や男女の賃金格差などの開示が念頭にある。
• 日本青年会議所（JC）がパシフィコ横浜（横浜市）で開催した会合に出席して語った。
• 「上場企業はぜひ来年度からスタートさせたい。有価証券報告書の記載事項に非財務情

報をしっかり明記する。義務付けたい」と話した。
• 政府は22年中にルールを策定する方針だ。

（日経新聞2022年7月17日）
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課題は何か



課題１:日本の温暖化ガス新目標、13年度比46%減 （気候変動対応）

菅義偉首相は22日午後、政府の地球温暖化対策推進本部で、2030年までの温暖化ガス
の削減目標を13年度比で46%減にすると表明した。現状の26%減から大幅に上積みする。
化石燃料を大量に消費する経済構造から転換し、再生可能エネルギーの大量導入などによ
り実現を目指す。

（日経新聞 2021年4月22日）

米、温暖化ガス05年比50～52%減 排出削減30年目標

（日経新聞 2021年4月22日）
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課題２:人的資本への投資不足

日本は人への投資が世界に比べて劣後している。学習院大学の宮
川努教授の最新の研究結果によると、日本企業が人材の能力開
発に投じる費用の国内総生産（GDP）に対する比率は、2010年
代の平均で0.34%と、英国の1.58%やドイツの1.34%よりも低い。

競争力が低下した大きな要因がデジタル人材の不足だ。2000年と
18年を比べると、IT（情報技術）分野の研究開発への投資は増
えたが、人材や組織改革のための投資は減っている。米英はともに
増えており、人への投資のギャップがデジタル人材の不足を生む原因
の1つになっている。

どのような開示が企業価値を高めるのか試行錯誤の段階だが、宮
川教授は「企業の人事部が人的資本の実態把握に真剣にコミット
することが必要だ」と指摘する。人材をコストととらえるのか資本とみ
なすのか。人的資本の開示は企業の姿勢を端的に映すことになる。

(日経新聞2022年4月19日 )
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課題３:ジェンダーギャップ指数、世界116位 （多様性）

世界経済フォーラム（WEF）は2022
年版のジェンダーギャップ指数を発表
した。日本は146カ国中116位で、前
年（156カ国中120位）より順位は
上がった。だが指数自体は下がり、主
要7カ国（G7）では最低ランクが常
態化している。同指数は各国が男女
平等をどれだけ実現できているかを示
す指標だ。

（日経新聞 2022年7月13日）
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課題４:企業の知財活用、安易な「やってる」に難色 政府新指針

小泉純一郎首相が国家戦略として「知財立国」を掲げる（2002年）

企業が知的財産の投資・活用を通じて成⾧する「知財ガバナンス」を進めるのを促すため、政
府がガイドライン作りに乗り出した。企業の取り組みの参考にしてもらう狙いで、年内にも公表
する。本格的な知財や無形資産の開示などが伴わないのに「活用している」と安易にアピール
する行為などを戒める、やや厳しい内容になりそうだ。

（日経新聞2021年9月29日 ）

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（内閣府・経済産業省）ver1 （2022年1月）
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サステナビリティ報告の
国際基準と基準設定主体
「サステナビリティ情報開示基準」はこれから公表される



サステナビリティ情報をめぐり乱立した団体・枠組み・基準

団体名 正式名称 主な活動

CDP Carbon Disclosure Project CDP気候変動レポートを公表、英国

CDSB Climate Disclosure Standard Board ８つの環境系NGOから組成、気候情報の
CDSBフレームワークを提唱

GRI Global Reporting Initiative GRIスタンダードを提唱、トリプルボトムラ
イン（環境、社会、経済）が有名（ESGとほ
ぼ同じ）

IIRC International Integrated Reporting Council 統合報告書のフレームワークを提唱

SASB Sustainability Accounting Standards Board 米国のサステナビリティ会計基準審議会

TCFD Task Force on Climate-related Financial Disclosures G20の要請を受け、金融安定理事会（FSB）
により設立、2017年6月に最終報告書を公表
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諸団体の統合

IIRC
VRF

（価値報告財団）

SASB

CDSB

IFRS財団

合
併

統合(吸収)

2021年11月

2021年6月
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サステナビリティ開示の報告基準策定

IFRS財団

ISSBIASB

財務会計基準機構

FASF

SSBJASBJ

＜グローバル＞ ＜日 本＞

国際会計基準 サステナビリティ情報開示基準会計基準国際サステナビリティ基準
IFRS® Sustainability 
Disclosure Standard

2022年7月1日
発足

2021年11月3日
設立

（法的裏付けあり） （法的裏付けはこれから）
＝＞有報記載の基準か？
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（参考）常勤委員

ASBJ （会計基準）

委 員 ⾧ 川 西 安 喜（常勤） あずさ

副 委 員 ⾧ 紙 谷 孝 雄（常勤） EY

委 員 中 條 恵 美（常勤） EY

委 員 山 口 奈 美（常勤） トーマツ

SSBJ （サステナビリティ情報開示基準）

委 員 ⾧ 川 西 安 喜（常勤） あずさ

委 員 中 條 恵 美（常勤） EY
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IFRSサステナビリティ基準の構造

サステナビリティ開示
全般要求事項

テーマ別要求事項
（業種横断的）

業種別要求事項
68業種

ガ
バ
ナ
ン
ス

戦

略

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

指
標
と
目
標

<-------- 4つの柱 ------->

TCFDが提言した4つの柱を継承

S1, S2は次ページの公開草案

課題別
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2つの公開草案
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IFRS サステナビリティ基準 公開草案（2022年3月31日）

IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」（S1基準案）

IFRS S2号「気候関連開示」（S2基準案）
S2基準案 付録B「産業別開示要求」

(1)消費財／Consumer Goods (CG)
(2)採掘及び鉱物加工／Extractives & Mineral Processing (EM)
(3)金融／Financials (FN)
(4)食品及び飲料／Food & Beverage (FB)
(5)医療／Health Care (HC)
(6)インフラ／Infrastructure (IF)
(7)再生可能資源及び代替エネルギー／Renewable Resources & Alternative Energy (RR)
(8)資源加工／Resource Transformation (RT)
(9)サービス／Services (SV)
(10)技術及び通信／Technology & Communications (TC)
(11)輸送／Transportation (TR)

（注）ISSBの発足に先立ち、TRWG(技術的準備ワーキンググループ)を設置し
「プロトタイプ」を公表していた（2021年11月）

意見募集：2022年7月29日まで
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サステナビリティ関連財務情報とは

財務諸表

財務諸表の外で開示さ
れる財務情報

非財務情報

サステナビリ
ティ情報

サステナビリ
ティ情報

その他の
財務情報

その他の
非財務情報情報

会計基準 サステナビリティ
財務情報開示基準
（今後公表）

各種団体が公表する
サステナビリティ関連基準

ISSBが対象にする
のは「サステナビ
リティ関連財務情
報の開示」(B)であ
り、サステナビリ
ティ情報全体では
ない

統合報告

財務報告

A B C A =狭義の財務情報
A+B＝広義の財務情報
B+C＝広義の非財務情報
C=狭義の非財務情報

28



日本でのサステナビリティ開示

上場会社、有報提出会社 その他の会社

有価証券
報告書

(金商法)

事業報告
(会社法)

事業報告
(会社法)

任意記載 企業内容等の開示に関
する内閣府令に規定
（予定）

任意記載

影響

統合報告
（サステナ
ビリティ報
告書）

任意記載

統合報告
（サステナ
ビリティ報
告書）

任意記載

サステナビリティ情報開示基準
に基づく？（未定）

現状は、開示規則はあるが開示基準がない状態
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サステナビリティ開示の対象＝B

C インサイド・アウト
企業が外部環境に与え
る影響が含まれる

B アウトサイド・イン
企業が外部環境から受
ける影響が含まれる

財務報告

企業価値創造のために
重要な財務情報

企業が経済・環境・人に与える
影響に関わる情報

A B C

ISSBによる開示対象
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マテリアリティ（重要性）

シングルマテリアリティ: 環境が企業価値に与える影響を重視

ダブルマテリアリティ: 環境が企業価値に与える影響 ＋ 企業が地球環境に与える影響

重要な情報を開示する ⇒ 判断基準がマテリアリティ

（EUが採用）

B

B C

（IFRSが採用）
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グローバルベースラインとビルディングブロック

IFRS サステナビリティ基準
グローバルベースライン（世界共通の要求事項）

日本
基準

EU
基準

米国
基準

？国
基準

ビルディング
ブロック

国、地域別に開示基準が異なる可能性
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サステナビリティ開示の好事例
有報開示の事例

2021年版 金融庁



記述情報の好事例集2021（金融庁2022年2月4日）

〇有価証券報告書におけるサステナビリティ情報に関する開示例
１．「気候変動関連」の開示例
２．「経営・人的資本・多様性等」の開示例

〇有価証券報告書の事業の状況に関する開示例
＜省略＞
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リコー:脱炭素分野の環境目標と考え方を端的に記載
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リコー:TCFD提言の開示項目ごとに内容を具体的に記載

＜リスク管理＞ （省略）
①

②

③

④
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２．サステナビリティ個別テーマ



TCFDに基づく気候変動関連開示
有価証券報告書（「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（2022年６月）

TCFD で使用されている開示フレームワークである「ガバナンス」、「リスク管理」、「戦略」、
「指標と目標」のうち、
• 「ガバナンス」と「リスク管理」についてはすべての企業に適用し、
• 「戦略」と「指標と目標」については、企業ごとに重要性を判断して開示を行う



（現状）TCFD提言が開示を推奨する4項目について開示した企業は、
プライム市場上場企業の8%

プライム市場に上場する調査対象企業1,743社のうち、 2022年決算の有価証券
報告書の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」または「事業等のリス
ク」にて
• TCFDに言及した企業は504社（29%） であったところ、TCFD提言が開示を

推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目に分
けて自社の状況を開示した企業は137社（8%）に留まる。

• JPX400に含まれる企業に限っても10%
• TCFDに言及する上場企業の割合は英国で38%、日本で16%、米国で3%

（2022年8月、デロイトトーマツ調べ）
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TCFD (気候関連財務情報開示タスクフォース)

• TCFDは、G20の要請を受け、金融安定理事会（FSB）により、気
候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討す
るため設立された

• 2017年6月に最終報告書を公表
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4つの開示項目

方針決定＝＞戦略策定＝＞指標と目標

ガバナンス、リスクマネジメントでPDCA監視・監督

留意事項

• ビジネス戦略に組み込む

• 企業価値向上に寄与する

• 投資家の目線を重視（株価への影響）

• 開示が目的ではない

ガ
バ
ナ
ン
ス

戦

略

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

指
標
と
目
標

<-------- 4つの柱 ------->
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TCFD提言と推奨開示（すべての上場企業が有報開示）
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TCFD提言と推奨開示（企業ごとに重要性を判断して有報開示 ）
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TCFDとISSB基準の違い

ISSB（IFRSサステナビリティ基準）は、次の点を重視

• 結合性（コネクティビティ）・・・他の情報との関連性を明確に

• 会計基準との整合性・・・マテリアリティ（重要性）などの会計基準の概念を入れる
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温室効果ガス
Green House Gas (GHG)



SCOPE 1,2,3は、GHGプロトコルが提唱

GHG プロトコル:1998 年に世界環境経済人協議会（World Business Council for 
Sustainable and Development: WBCSD）と世界資源研究所（World 
Resource Institute: WRI）によって共同設立された。

GHG プロトコルの第１版は、GHG 排出量算定及び報告の基準と、事業者及び他の組織
のためのガイドラ インで構成されている。第１版は、京都議定書で規定された 6 種類の
GHG の排出量算定及び報告について言及している。

日本では、「GHGプロトコルScope3算定報告基準（Corporate Value Chain (Scope3) 
Accounting and Reporting Standard）」に整合したガイドラインとして、環境省が「サプライ
チェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」がより細かい基準。
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SCOPE 1, 2, ３とは

Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

（環境省のWebサイト）
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GHG測定方法

• 大気中へのガス排出量の測定は無理

• 生産ベースGHG排出:燃料や電気などの使用料で測定

• 使用量(活動量) × 排出係数 ＝排出量 （トン数）
• 消費ベースGHG排出量（エネルギー最終消費国（者）単位で集計）した方が合理的

ではあるが、集計が難しい

• 排出係数・・・ガス別、燃料種類、排出活動、電力会社、場所によって係数が異なるので、

• 使用量・・・ガス別、燃料種類、排出活動、電力会社別、場所別に集計
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環境省「算定方法・排出係数一覧」
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電力会社によって排出係数が異なる

電力事業者 基礎排出係数

東京電力エナジーパートナー ０．０００４４７

東京ガス ０．０００３６９

出光グリーンパワー ０．０００２０７

環境省「算定方法・排出係数一覧」令和4年提出用 （一部）

国内外子会社、事業所からの報告を手作業で集計することは難しい。
システム（内部統制）がないと集計できない。 52



人的資本
有価証券報告書（「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（2022年６月）

• 人的資本については、ＣＧコード補充原則２－４①で示されている「人材育成方針」および「社内環境整
備方針」を記載項目に追加し、有価証券報告書のサステナビリティの「記載欄」の「戦略」の枠に記載

• この２つの「方針」と整合的で測定可能な目標の設定、その目標の進捗状況については、有価証券報告書
「記載欄」の「指標と目標」の枠の開示項目とする



経済産業省が「人材版伊藤レポート2.0」を公表

• 初版の「人材版伊藤レポート」は2020 年9 月に公表された。その後、持続的な企業価値の向
上に向けて、経営戦略と連動した人材戦略をどう実践するかという点を深掘りするため、2021 
年7 月に「人的資本経営の実現に向けた検討会」を設置し、９回にわたって議論を重ねてきた。

• 昨今、人的資本に関する課題が認識され始めている。なかでも、デジタル化や脱炭素化、コロ
ナ禍における人々の意識の変化など、経営戦略と人材戦略の連動を難しくする経営環境の変化
が顕在化するにつれ、非財務情報の中核に位置する「人的資本」が、実際の経営でも重みを増
している。

• 海外では、人的資本情報の開示に向けた機運が高まり、国内でも、2021 年6 月に改訂された
ＣＧコードで人的資本に関する記載が盛り込まれた。

• 「人材版伊藤レポート2.0」の狙いは、「人的資本」の重要性を認識するとともに、人的資本
経営という変革を、どう具体化し、実践に移していくかを主眼に、有用となるアイディアを提
示することにある。本報告書で示されたアイディアを活用し、各企業の経営陣が人的資本経営
への変革を主導することが期待される。

（日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 季報１２号）
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伊藤レポート2.0 (1/3)

人的資本の重要性を再認識
人的資本経営の実現に関するアイディアを提示
・ アイデア①から⑤

①動的人材ポートフォリオ •既存社員の再配置
•外部人材の獲得
•アルムナイネットワーク（離職者の同窓会）構築
•新卒一括採用に限定しない採用方針の立案
•博士人材・専門職・技術職の積極採用

②知・経験のダイバーシティ＆
インクルージョン

•キャリア人材の積極採用
•外国人の比率向上・定着支援・能力発揮
•女性活躍の推進
•マネジメント方針立案によるナレッジの共有
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伊藤レポート2.0 (2/3)

③リスキリング・学びなおし •経営層によるリスキリング・学びなおしの提案・主導
•専門性向上のメリットを理解させる人材教育
•専門性を持つキーパーソンの特定・登用・評価
•リスキリングと報酬の連動によるモチベーション向上

④社員エンゲージメント •社員のエンゲージメントレベルの把握
•エンゲージメントレベルに応じたストレッチアサインメント
•広いポジションに対する公募制
•副業・兼業など多様な働き方の推進

⑤時間や場所にとらわれない働
き方

•DX化によるリモートワークの導入
•リアルワークの意義について再確認・再定義
•フレキシブルワークの導入

目的は開示ではなく、その前の計画・実行
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伊藤レポート2.0 (3/3)

株式会社日立製作所:人財マネジメント基盤の整備
• グローバル人財データベースの構築

• 全世界のマネージャー以上にあたる5万ポジションを格付け（日立グローバル・グレード（HGG）

• 約17万8千人が回答するグローバル従業員サーベイの実施

• マネージャー以上の年功的部分の排除

• 約20万人に新ラーニングシステムを導入（グローバル教育プラットフォーム）

伊藤忠商事株式会社:人的資本投資に関するKPIの体系化
• 社員の労働生産性

• エンゲージメント・サーベイのスコア

• 社員の能力開発にあてた時間・費用

• 就職活動における学生の評価

• 「伊藤忠健康憲章」や「がんとの両立支援」
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知的財産
開示基準の開発はこれからか? 目標・指標の設定・測定が難しい?



知財・無形資産ガバナンスガイドライン（内閣府・経済産業省）ver1 （2022年1月）
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当たり前のことが書かれている・・・

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（内閣府・経済産業省）ver1 60



知的財産に関する開示事例・・・いずれもこれから開示（有報以外）

「我々が力を入れる『プラズマ乳酸菌』の優位性を知財面から裏付けることはできないか」。キ
リンホールディングス（HD）は現在、6月末までにまとめる統合報告書で、初めて知財戦略の
紹介を本格的に盛り込む準備を進める。
（日経新聞2022年4月18日）

旭化成は「特許価値」を投資家との対話に生かす。特許価値は非財務的な価値指標で、
他の特許への引用件数や特許保有地域などから求める。今年から毎年開示する。多角化で
企業価値が抑えられる「コングロマリット・ディスカウント」もあり株価がさえない。特許価値が伸
びると利益も増えるという一定の相関があるとし、潜在的な成⾧力を訴え、株価の底上げを
狙う。
（日経新聞2022年9月8日）
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統合報告



日本企業の統合報告

財務情報と、ESG（環境・社会・企業統治）な
ど非財務情報をまとめた「統合報告書」を発行
する上場企業が増えている。2021年は前年比2
割増の665社になった。投資家の要望に加え、
東京証券取引所の新市場区分「プライム市
場」で高い水準の情報開示を求められ、中堅企
業でも発行が広がっている。

（日経新聞2022年3月10日）

統合報告は任意の報告であり、
これを制度化する動きはない

プライム上場会社約1,800社の30%程度が統合報告書
を公表
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統合報告

The World has changed - Reporting must too

（世界は変わった、報告も変わらなければならない）ー統合報告ディスカッションペーパー2011年9月

財務諸表

経営情報開示

ガバナンス・報酬開示

環境報告書

財務諸表
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統合報告

財務諸表

経営情報開示

ガバナンス・報酬開示

環境報告書

統合報告書
サステナビリ
ティ報告書

財務諸表

ガバナンス・報酬開示

経営情報開示

小さくなったのは、Conciseness(簡潔
性)がもとめられるようになったから 65



国際統合報告フレームワーク2013年12月、2021年１月改訂

追加

価値創造だけでなく、価値保全と価値毀損を追加
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排出権取引・環境会計



排出権取引

欧州で温暖化ガス排出量の取引価格が急
落している。過去最高値をつけていた8月中
旬から1カ月足らずで3割超下げ、半年ぶり
の安値圏に沈む。エネルギー価格の高騰に
景気後退への懸念が加わり、排出量を購
入する工場が相次ぎ稼働停止に追い込ま
れ、需要が落ちたためだ。不安定な排出量
取引市場は、脱炭素の難しさと欧州経済
の冷え込みを映し出している。

（日経新聞2022年9月14日）
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排出権の会計処理・・・財務諸表に反映

ASBJ 実務対応報告第15号 排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い

• 排出クレジットは財産的価値を有している

• 金融資産には該当しない

• 次の2つの場合に分けて会計処理を提示
• もっぱら第三者に販売する目的で取得する場合・・・棚卸資産に計上

• 将来の自社使用を見込んで取得する場合・・・無形固定資産または投資その他の資産（どちらも減損
対象）に計上し、オフセット時（国別登録簿の政府保有口座へ償却を目的として移転した時点）に費
用計上

（注）国別登録簿とは、京都議定書におけるクレジットの発行、保有、移転、取得、取消、償却を行うための
登録簿。我が国においては、経済産業省及び環境省が共同で国別登録簿の整備を進めるとともに、国別登録簿
管理者として共同で運営管理を行う（地球温暖化対策の推進に関する法律）
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環境会計・・・財務報告とは別に集計・開示

環境保全への投資、費
用、経済効果を金額で
表示する試み

環境会計ガイドライン
（環境省2005年）に基
づくことが多い

環境汚染対策より、
気候変動対策に重点が
移っているので、注目
されなくなってきてい
る

キリンホールディングスの例
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３．非財務情報の信頼性確保
保証業務（信頼性付与）は未だ発展途上



各国におけるサステナビリティ報告と保証の調査

世界で1400社の大規模会社の
調査。主要6国については、
100社を調査
（2021年6月公表）

注）ESG報告=サステナビリティ
報告

IFAC（国際会計士連盟）による
The State of Play in Sustainability 
Assurance
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日本:報告と保証の調査結果

①
②

① 報告基準
GRI、SDG（国連）、その
他が多い

② 保証提供者
監査法人とその関連会社が
多い。ただし、別の広範な
調査では、もっと低いとさ
れている

③ 保証基準
ISAE3000（国際保証業務基
準）
ISAE3410（温室効果ガス報
告に対する保証業務）
監査法人系以外は、これら
の基準を使わない

③
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保証業務の制度体制は今後決まる（日本）

財務諸表監査 保証業務（今後）

会計基準 監査基準

ASBJ（財務会計基
準）

FASF（財務会計基準
機構の下に設置）

金融庁：企業会計審議会

監基報等

日本公認会計士協会
の会員に対する
強制規定と実務指針

上記を合わせて
広義の「監査基準」
とされている

報告基準

SSBJ（サステナビリ
ティ開示基準）

FASF（財務会計基準
機構の下に設置）

保証業務基準

監査・保証実務
指針

日本公認会計士協会
の会員に対する実務
指針（任意遵守）

サステナビリティ情
報については、国際
保証業務基準
ISAE3000等があるの
み

現状なし：金融庁？
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監査基準・保証業務基準の設定主体（国際）

国際会計士連盟（IFAC）

国際監査・保証基準審議会(IAASB)

• 監査基準・・・国際監査基準（IAS）

• 保証業務基準・・・国際保証業務基準（ISAE）

• 3000「過去財務情報の監査 又はレビュー以外の保証業務」

• 3410「温室効果ガス情報に対する保証業務」

• サステナビリティ及びその他の拡張された外部報告（EER）に対する保
証業務への国際保証業務基準3000（ISAE 3000）（改訂）の適用に関す
る規範性のないガイダンス(2021年4月)
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＜中略＞

＜中略＞

国際保証業務基準（IASE)
3000「過去財務情報の監
査又はレビュー以外の保
証業務」

国際保証業務基準(IASE)
3410「温室効果ガス情報
に対する保証業務」

サステナビリティ情報審
査実務指針（サステナビ
リティ情報審査協会）

・・・準拠して作成
されていないと信じ
させる事項は・・・
認められなかった。

＜消極的保証＞
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信頼性の確保 ー 外部保証の前に内部統制の整備・運用

企業情報

内部統制
（財務報告）

内部統制
（サステナビリティ財務情報）

内部統制
サステナビリティ情報

財務諸表
サステナビ
リティ
財務情報

その他の
サステナビ
リティ情報

財務諸表
監査

J-SOX
監査

監査法人

★ 単に報告データの集計になっていないか？
情報の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用が必要であり、監査法人等による保証業務
（信頼性付与）に当たって前提となる。

★ ★
統合報告
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監査(audit)と保証(assurance)

監査
（結論：適正性）

合理的保証
（結論：積極的形式）

限定的保証
（結論：消極的形式）

保証水準

低い

高い

対象となる報告書例

財務諸表
内部統制報告書

四半期報告書（レビュー業務）
サステナビリティ報告書
統合報告書

外部委託先の内部統制（旧米SAS70）
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トヨタの事例
サステナビリティ情報と気候関連開示



トヨタの開示体系
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トヨタのSustainability Data Book
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トヨタのSustainability Data Book 第三者検証

SCOPE 3
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検証意見書

５. CO2排出量の検証
SCOPE3
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４．監査役等の役割



監査役等による監査

1. 会社のサステナビリティ活動内容を理解する
• サステナビリティ報告、統合報告などを読む、担当者責任者からヒヤリング

2. 4つの観点から取り組みの妥当性を検討する（開示内容ではなく活動自体）
• ガバナンス・・・戦略、リスクマネジメント、目標・指標に関する監視監督
• 戦略・・・方針、やり方、リスクと機会の両面

• リスクマネジメント・・PDCA,内部統制含む

• 目標と指標・・・達成可能か、実績測定は適切か

３．業務執行状況の監視・監督（業務監査、会議への出席等）
４．開示の妥当性を検討する

• 特に事業報告、有報 ＋ サステナビリティ報告、統合報告

５．監査役等の意見を報告:社⾧面談、取締役会等
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ご清聴ありがとうございました。
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